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    令和８年７月６日  

 

    

「夏休みこどもの食と居場所支援」の実施について 

 

～ こどもの孤立と健康リスクを防ぐ ～ 

 

 

近年、夏季の猛暑が常態化しており、今夏も平年を上回る猛暑予報が発表さ

れています。 

そんな中で夏休みを過ごすこどもにとって、熱中症等の健康被害リスクに加

えて、給食の提供が中断されることに伴い、十分な食事を確保できないリスク

が高まることが懸念されます。 

このたび、「『こどもまんなか』みんなではぐくむ やさしいまち ふじ」

の実現に向けた夏休み期間の緊急対策として、多様な環境にあるこどもに対し

て、「こどもが安心して涼しく過ごせる居場所の提供」と「食支援」を一体的

に実施し、孤立や健康リスク等を防ぐことを目的として、下記の取組を展開し

ていきます。 

 

 

記 

 

 

１ 全ての小・中学生に「こども食堂＆居場所マップ」を配付 （別紙参照） 

 

こども向けのマップ作成などを通じて、こども一人ひとりに届くよう、居場

所や食支援に関する情報を提供します。 

 

(1) 市内２６小学校区ごとの「こども食堂＆居場所マップ」を作成 

→ 紙に印刷し小学校を通じて児童に配付 

→ 小・中学生のタブレットにＰＤＦ版を配信 

→ 市ウェブサイトにＰＤＦ版を掲載 
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２ 「こども食堂における食と生活の支援」を拡充 

   

夏休みから年間を通じて、こどもの居場所として食事とこども用品等の提供

を行うことができる３か所のこども食堂に対し、「地域こどもの生活支援強化

事業補助金」を交付し、こども食堂の充実を図ります。 

本年度は試行的に実施し、次年度以降のあり方について検討していきます。 

 

(1) 対象となるこども食堂  

陽だまりの家（大淵） 

三世代食堂シニア＆子ども食堂“遊”（今泉） 

ＮＰＯ法人ゆめ・まち・ねっと（吉原） 

 

※ 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金を活用した事業です。 

 

 

３ 地区まちづくりセンターにおけるクーリングシェルター（指定暑熱避難施

設）拡充について 

 

こどもが安心して涼しく過ごせる場所を提供できるよう、熱中症予防のため

暑さをしのぐ対策として、今年度から市内に２６施設ある全ての地区まちづく

りセンターをクーリングシェルターに指定しました。 

 

(1) 開 放 日 センター開館日（第３日曜日、祝休日を除く） 

(2) 開放時間 午前８時３０分から午後９時まで 

 

※ 一般の市民も利用します。 

※ 市内にあるほかのクーリングシェルターについては、市ウェブサイトに

掲載しています。 

 

 

 

  

市ウェブサイト 

クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）▶ 
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４ 夏休み期間における児童館の居場所機能強化について 

 

18 歳までのこどもが利用できる児童館を、「こども食堂＆居場所マップ」を

通じて「こども専用クーリングシェルター」としての機能を広く周知します。 

また、夏季休業期間中はお弁当持参でご利用いただけるようにします。 

 

(1) 実施期間   令和８年７月２４日（金）～８月２３日（日） 

       （閉館日である月曜日・祝日を除く） 

(2) 開所時間   午前９時から午後４時４５分まで 

(3) 対象施設   市内の児童館４館 

(4) 実施内容   正午から午後１時まで、館内で飲食できるコーナーを 

設置する（大人は不可） 

 

 

５ 放課後児童クラブにおける夏季休業期間中の食支援について 

 

放課後児童クラブを利用している児童のうち、特定の理由で利用料の減免を

受けている児童の昼食代について、一部を補助します。 

 

(1) 実施期間   令和８年７月２４日（金）～８月２４日（月） 

(2) 支援内容   クラブで発注する昼食１食につき 300 円を補助 

 

※ 対象となる家庭には個別に案内します。 

※ 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金を活用した事業です。 
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問合せ  ・小学生向け「こども食堂＆居場所マップ」について 

・こども食堂夏休み拡充モデル事業について         

こども未来部こども家庭課児童家庭担当 

電話／0545-55-2763 内線 2453  FAX／0545-51-0247 

e-mail／kodomokatei@div.city.fuji.shizuoka.jp 

 

・地区まちづくりセンターにおけるクーリングシェルター 

（指定暑熱避難施設）拡充について         

市民部まちづくり課まちづくりセンター担当 

電話／0545-55-2705 内線 2339  FAX／0545-53-6663 

e-mail／si-machi@div.city.fuji.shizuoka.jp 

 

・夏休み期間における児童館の取組強化について 

・放課後児童クラブにおける夏季休業期間中の食支援について        

こども未来部こども未来課子育て支援担当 

電話／0545-55-2731 内線 2516  FAX／0545-55-2956 

e-mail／kodomomirai@div.city.fuji.shizuoka.jp 
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